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Ⅰ 本市における行財政改革の基本的な考え方 

社会経済潮流を踏まえた市民ニーズに的確に対応したサービスを提供するとともに，

限られた資源を効果的に活用し，第１次行財政改革大綱に掲げた「透明」「参加」「選択」

を基本理念として継承しながら，市民との共創の取組による持続可能なまちづくりの実

現に向け，以下の基本目標及び目的を掲げ，行財政改革に取り組みます。 

 

行財政改革の基本目標 

三次市の未来を市民と拓く，共感力と変革力ある行政をめざして 
～ 市民に身近な信頼される行政を実現し，市民と共に未来のための変革を生み出します ～ 

 

行財政改革の目的 

⑴ 市民の力を活かし活力を生み出すために，市民との対話を徹底し，市民協働のま

ちづくりを更に推進します。 

⑵ 事業の意義と成果を厳しく評価し，未来のために真に行政が担うべき事業を選択

して，効果的・効率的に実行します。 

⑶ 様々な社会環境の変化に対し的確かつ迅速に対応できる，決断力のあるスリムで

フットワークの良い効率的な行政組織づくりを進めるとともに，健全で安定的な財

政運営を実現します。また，新たな政策課題に的確かつ効果的に取り組んでいける

よう，職員の課題認識・解決力を強化します。 
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Ⅱ これまでの取組 

 １ 行財政改革の取組 

本市では，「透明」「参加」「選択」の三つの基本理念を掲げた第１次行財政改革大綱を

平成１７（２００５）年８月に策定し，行政の透明性を確保し情報共有を図ることで，

市民の市政やまちづくりへの参加を進めてきました。 
また，限られた資源を地域の未来のために必要な施策へ重点的に投入し，十分な効果

を発揮させるため，行財政改革に取り組んできました。 
 

● 第１次行財政改革大綱（平成１７（２００５）年度から平成２２（２０１０）年度） 
計画的な定員管理，「広島県・三次市事務移譲具体化プログラム」に基づく９７事務

の移譲（平成２２（２０１０）年度末時点），さらに，指定管理者制度の導入による公

共施設の有効活用等に取り組み，自らの判断と責任で必要な行政サービスを提供でき

る体制づくりを進めました。 
 

● 第２次行財政改革大綱（平成２３（２０１１）年度から平成２６（２０１４）年度） 
計画的な定員管理，組織や事務の簡素化・効率化による財政基盤の強化をより一層進

めるとともに，市民協働のまちづくりをさらに推進するため，情報発信や市民との対話

の充実等に注力しました。 
 

● 第３次行財政改革大綱（平成２７（２０１５）年度から平成３０（２０１８）年度） 
特色ある地域づくりの支援，女性活躍を推進する「アシスタ lab.」の開設，施策の

選択と集中，対話を重視した人事評価制度による職員の育成，公共施設等総合管理計画

に基づく公共施設の適正管理の推進等に取り組みました。 
 

● 第４次行財政改革大綱（令和元（２０１９）年度から令和５（２０２３）年度） 
これまでの計画的な定員管理や債権確保などの取組を継続しながら，多様な媒体を

活用した情報発信，ＩＣＴを利活用した行政サービスの提供や業務の効率化，ふるさと

納税による自主財源の確保など，社会情勢の変化に柔軟に対応しながら行財政改革を

推進しました。 
 

平成１７（２００５）年度には４０８億６，３４８万円だった一般会計における歳

出額は，社会的ニーズへの対応や物価高騰等の影響により令和５（２０２３）年には

４２０億６，９６２万円に増加している一方で，平成１７（２００５）年度には７４

４人だった一般職の職員数（市民病院医療職を除く）は，令和５（２０２３）年には

５２５人に減少しています。これまでの人材育成や業務改善等の取組及び会計年度任

用職員等の多様な任用形態の活用などにより，業務効率が向上し，効果的かつ効率的

な行財政運営につなげることができたといえます。 
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 ２ 第４次行財政改革推進計画における財政改革の取組 

本市では，健全で安定的な財政運営をめざし，財政改革に取り組んできました。 
直近の第４次行財政改革推進計画においても積極的な歳入の確保や適正な施設管理

等の取組項目を定め，計画的かつ効果的に財政改革を推進しました。 
歳入の確保については，ふるさと納税の寄附拡大を図るため，寄附受付サイトの拡

大やクラウドファンディングなどの取組を推進しました。また，企業版ふるさと納税

では，市ホームページでの募集のほか，市長によるトップセールスや民間によるマッ

チング支援の活用により，令和３年度の募集開始から令和５年度末までの間に１８件

の寄附をいただき，本市のまちづくりの推進に活用することができました。 
公共施設等については，「三次市公共施設等総合管理計画」に基づき，令和５（２

０２３）年度までに，地域集会所や共同利用施設，グループホーム等を民間に譲渡す

るなど，１９０施設を削減しました。あわせて市で利用しない不用物品の即売会の開

催やメルカリＳｈｏｐｓに出品するなど，市有財産の整理や財源確保に取り組みまし

た。 
また，本市の財政状況については，財政計画や予算編成状況，決算状況等を公表す

ることで，財政の透明性の確保に努めました。 
なお，本市の財政状況を示す健全化判断比率について，第４次行財政改革推進計画

期間中の推移は以下のとおりです。 
 

《第４次行財政改革推進計画期間における健全化判断比率の推移》 

年度 実質赤字比率 
連結実質 

赤字比率 

実質公債費 

比率 
将来負担比率 

令和元年度 ― ― 7.0％ 52.8％ 

令和２年度 ― ― 6.4％ 44.0％ 

令和３年度 ― ― 6.7％ 30.1％ 

令和４年度 ― ― 7.0％ 23.0％ 

令和５年度 ― ― 7.3％ 31.8％ 

早期健全化基準 12.29％ 17.29％ 25.0％ 350.0％ 

財政再生基準 20.00％ 30.00％ 35.0％ ― 

※ 早期健全化基準及び財政再生基準は令和５（２０２３）年度において本市に適用される比率を記載

しています。 
※ ― は赤字でないことを表しています。 
 
健全化判断比率の推移を見ると，実質赤字額及び連結実質赤字額はなく，実質公債

費比率と将来負担比率も早期健全化基準や財政再生基準を下回っており，財政状況は

健全な状態を維持できたといえます。 
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Ⅲ 本市を取り巻く状況と本市の状況 

 １ 人口減少・少子高齢化の進行 

日本の人口は，平成２０（２００８）年の１億２，８０８万人をピークに減少に転

じ，令和２（２０２０）年には１億２，６１５万人になりました。また，令和４（２

０２２）年の出生数は８０万人を割り込み，平成２９（２０１７）年に国立社会保

障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が公表した推計値より１１年早く少

子化が進行しています。 

また，社人研が令和５（２０２３）年４月に発表した将来推計人口によると，令和

５２（２０７０）年の日本の人口は８，７００万人で，令和２（２０２０）年人口の

６９．０％にまで減少し，総人口に占める６５歳以上人口の割合（高齢化率）は３

８．７％で，令和２（２０２０）年の２８．６％より１０．１ポイント上昇します。 

本市の人口は，昭和６０（１９８５）年に６４，０８９人になって以降，若年層を

中心とする人口の流出や出生数が死亡数を下回る自然減による人口減少が続き，令和

２（２０２０）年は５０，６８１人でした。１５歳未満人口（年少人口）は１１．

９％（全国：１２．１％），１５～６４歳人口（生産年齢人口）は５１．３％（全

国：５９．２％），６５歳以上人口（老年人口）は３６．８％（全国：２８．７％）

となっており，全国と比較して，年少人口と生産年齢人口の割合が低く，老年人口の

割合が高くなっています。 

こうした人口減少・少子高齢化の進行は，経済規模の縮小や労働力不足，医療・介

護費の増大など社会保障制度の給付と負担のバランスの崩壊に加え，あらゆる分野の

担い手の減少，集落や地域の活力低下など，様々な社会的・経済的課題の要因につな

がります。 

 

２ デジタル技術の進化と活用 

近年，スマートフォンやタブレット端末などの情報機器の普及やネットワークの

高速化，情報発信量の増大などが進むとともに，ＩｏＴ，ＡＩなどのデジタル技術

は急速に進展しています。 

国は，令和４（２０２２）年６月に「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社

会」をめざした「デジタル田園都市国家構想基本方針」を示し，デジタルの力を活用

した地方の社会課題の解決に向けた取組を推進しています。 

本市は，令和３（２０２１）年に「三次市版スマートシティ構想」を策定し，行政分

野のデジタル化に着手しました。児童手当各種届出など，電子申請に対応する事務の拡

大や押印の省略，窓口手数料等の支払いにおけるキャッシュレス決済の導入，タブレッ

ト端末等の活用によるペーパーレス化，ＡＩによる議事録作成サービスの運用開始な

ど，行政分野におけるデジタル技術の活用に取り組みました。 

人口減少・少子高齢化をはじめとする今後の社会課題に対応し，地方創生を加速させ
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ていくためには，デジタル技術の活用は必要不可欠といえます。令和２（２０２０）年

度から全庁的に取り組んできたデジタル変革の歩みをこれからも止めることなく，現

在の業務の見直しや組織文化の醸成の取組を拡大していくとともに，職員のデジタル

スキル向上とデジタルマインド醸成を進めていく必要があります。 

 

３ 厳しい財政状況 

本市は市町村合併以降，三次市総合計画をはじめ各種計画に基づき，ハード，ソフ

ト両面において住民福祉の増進と地域課題の解決のための諸施策に取り組んできまし

た。あわせて，人件費の抑制や事業の見直しなど，経費節減や行政運営の効率化に取

り組み，限りある財源を効果的・効率的に活用することで，財政の健全性を維持して

きました。 
一方で，本市の財政を支えてきた普通交付税は，令和元（２０１９）年度に市町村

合併による優遇措置が終了し，令和２（２０２０）年度の普通交付税を含む一般財源

は平成２６（２０１４）年度と比較して約３０億円減少しました。この減少に対して

歳出の抑制が追いついていないため，近年は，貯金である財政調整基金の取り崩しを

前提とした予算編成が常態化している状況です。 
また，合併特例事業債は令和６（２０２４）年度に，過疎対策事業債は令和１２

（２０３０）年度に終期を迎えます。終期を迎えた後，過疎対策事業債などに代わる

有利な財源がなければ年間の事業費を抑制せざるを得ません。 
   本市では，持続可能な財政運営を図るため，令和３（２０２１）年度に「三次市長

期財政運営計画」を策定し，歳入の確保と歳出の抑制への取組を推進していますが，人

口減少・少子高齢化の進展等による経済規模の縮小に伴う歳入の減少は避けられない

状況であり，財政基盤の見通しはより厳しいものとなることが予想されます。 
また，「三次市長期財政運営計画」における収支見通しでは，財政調整基金の取り崩

しや経常収支比率が１００％を超える年度を想定しており，余裕がない財政状況が続

くものと見込んでいます。 
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Ⅳ 第５次三次市行財政改革推進計画の方針 

１ 重点項目 

市民のしあわせを実現するため，人口減少やデジタル技術の進化など，社会情勢の

変化を的確に捉え，厳しい財政状況が見込まれる中でも，限られた資源を最大限に活

用し，持続可能な行政運営及び財政運営を行うことが求められます。 

   このことから，第５次三次市行財政改革推進計画（以下「本計画」という。）では，

次の重点項目を設定し，体系的に行財政改革に取り組むこととします。 

 

 

≪重点項目≫ 

● 最少の経費で最大の効果をあげる行政運営  

● 健全で安定的な財政運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 計画期間 

   令和６（２０２４）年度から令和１０（２０２８）年度までの５年間とします。 

 

 ３ 推進体制 

  副市長を本部長とする三次市行財政改革推進本部を中心に，市長の指示の下，全

職員が一丸となって行財政改革の推進に取り組みます。 
本計画の取組内容は三次市行財政改革推進本部において毎年度確認を行い，進捗

状況を公表します。 

 

 

持続可能な 

行財政運営 
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 ４ 計画推進の視点 

本計画を着実に推進するため，次に掲げる視点に留意しながら取り組みます。 

   ・新たな事業に取り組む際や既存の事業を改善する際には，事業の取組根拠や説明

責任に対するデータを示すこと。 

   ・限られた資源を有効に活用し，施策・事業の立案に当たっては，優先度を厳しく

評価するとともに，実施結果を厳しく評価して見直しを進めること。 

   ・人口減少などの社会情勢の変化を考慮し，必要な行政サービスを選択・実行する

こと。 

   ・事業実施に当たっては，多様な主体と連携するなど共創の取組を意識すること。 
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参考：第３次三次市総合計画 取組の体系 



- 9 - 

Ⅴ 取組内容 

【取組の体系】 

 

１ 最少の経費で最大の効果をあげる行政運営 

⑴ 行政執行体制の最適化 

① 組織の最適化 

② 定員の最適化 

③ 働きやすい職場環境の形成 

 

⑵ 人材育成と意識改革 

④ 人材の育成 

⑤ 職員の意識改革 

 

⑶ ＤＸの推進 

⑥ デジタル人材の確保・育成 

⑦ デジタル技術の活用 

 

⑷ 多様な主体との連携 

⑧ 民間・自治体との連携 

 

 ⑸ 積極的な情報発信と市民との対話 

  ⑨ 多様なツールの活用による情報発信 

⑩ 市民との対話の機会の創出 
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２ 健全で安定的な財政運営 

 ⑴ 財政基盤の構築 

  ⑪ 歳入の確保 

  ⑫ 債権確保対策の推進 

  ⑬ 歳出の抑制 

  ⑭ 事業の評価と見直し 

  ⑮ 財政分析・公表 

   

 ⑵ 特別会計等の改革 

  ⑯ 特別会計の健全化 

  ⑰ 公営企業の経営改革 

  ⑱ 外郭団体の経営健全化 

 

 ⑶ 公共施設等のマネジメント 

⑲ 維持管理・徹底活用・整理統合 
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１ 最少の経費で最大の効果をあげる行政運営 

⑴ 行政執行体制の最適化 

取組項目 ① 組織の最適化 

主な取組部署 経営企画部企画調整課 など 

主な取組内容 

●各部署と施策の方向性や業務の課題，業務量などの意見交換を行い，

最適な組織体制を構築する。 

●限られた資源（職員）で最大の効果を得ることができるよう，人口減

少や社会ニーズなどの外部環境の変化に応じた組織体制の構築を行

う。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

係長級以上の役職数 １４８ポスト １４０ポスト 

 

取組項目 ② 定員の最適化 

主な取組部署 総務部総務課 

主な取組内容 

●第３次三次市総合計画を着実に実行し，安定的に行政サービスを提供 

するため，新たな定員管理計画を策定し，最適な職員配置を進める。 

●任期付職員や会計年度任用職員など，多様な任用形態を活用しながら，

様々な行政課題に対応できる必要な人材を確保する。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

行政職員数 
５２５人（令和６年４月１日

現在の行政職職員数） 
５１０人 
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取組項目 ③ 働きやすい職場環境の形成 

主な取組部署 総務部総務課 など 

主な取組内容 

●年次有給休暇等の休暇取得を促進し，ワーク・ライフ・バランスを推

進する。 

●ストレスチェックを確実に実施し，ストレス状況の早期把握やカウン

セリングの実施などによりメンタル不調等のリスク低減を図る。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

年次有給休暇を平均１２日以

上取得できている課の割合 
４６．３％ １００％ 

 

⑵ 人材育成と意識改革 

取組項目 ④ 人材の育成 

主な取組部署 総務部総務課，情報政策監情報政策課 など 

主な取組内容 

●社会情勢や第３次人材育成基本方針の進捗を踏まえながら，第４次人

材育成基本方針を策定する。 

●課題解決力，専門知識の向上に関する研修や管理職及び係長級職員を

対象としたマネジメント力向上に関する研修など，様々な研修の実施

や研修機会の確保に取り組む。 

●副業に積極的に取り組む職員を後押しし，自らが持つスキル等を活か

した地域貢献の促進やモチベーションの向上を図る。 

●ＯＪＴ，職場内研修等により情報・知識・技術の組織内共有を強化し，

ノウハウの継承を図る。 

●広島県との職員相互派遣制度などの活用により，他自治体等の職員の

ノウハウを市へ取り入れるとともに，市職員を他自治体等に派遣する

ことで専門性向上など，職員のスキルアップを図る。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

仕事を通して成長を実感して

いる職員（人事評価制度職員

アンケート） 

７０％ ７５％ 

 

 

 

 



- 13 - 

取組項目 ⑤ 職員の意識改革 

主な取組部署 総務部総務課，経営企画部企画調整課 など 

主な取組内容 

●職員一人ひとりが自身の業務のプロセス，課題を整理し，利用者の意

見や要望に向き合い，業務の進め方や実施方法等をより良く改善しよ

うとする意識の醸成を図る。 

●上司と部下の対話を通して，職員の役割や貢献度を明確にし，職員の

仕事に対する意欲を高め，役割に応じた貢献度を高める。 

●人事評価制度を通して，組織の目標やめざす姿を職員に浸透させ， 組

織ビジョンの共有を図る。  

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

上司と部下とのコミュニケー

ションが円滑だと感じてい

る職員（人事評価制度職員

アンケート） 

７６％ 現状値以上 

 

⑶ ＤＸの推進 

取組項目 ⑥ デジタル人材の確保・育成 

主な取組部署 情報政策監情報政策課 など 

主な取組内容 

●デジタルスキルの向上に関する研修等により，デジタル技術等を活用

し，課題解決や新たな価値の創造を行うことができるデジタル人材を

育成する。 

●行政のデジタル化に対応していくための人材を確保する。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

ＷＧメンバー及びＤＸ推進 

リーダーの任命数(累計） 

５２人 

（※令和６年度実績値） 
１１２人 
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取組項目 ⑦ デジタル技術の活用 

主な取組部署 全部署 

主な取組内容 

●オンラインによる事務手続の拡大など，事務効率化に資する新たなデ

ジタル技術の活用と普及を推進する。 

●マイナンバーカードを基盤とした国の取組を着実に実行するため，マ

イナンバーカードの普及促進に取り組む。 

●マイナンバーカードを活用した各種手続のデジタル化の推進や窓口業

務の利便性向上などに取り組む。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

電子申請に登録されている事

務数（累計） 
１２１事務 １８５事務 

コンビニ交付利用件数及び 

オンライン申請件数（年間） 

４，０１７件 

（※令和６年度実績値） 
５，０００件 

 

⑷ 多様な主体との連携 

取組項目 ⑧ 民間・自治体との連携 

主な取組部署 経営企画部企画調整課 など 

主な取組内容 

●サービス水準の維持・向上や効果的・効率的な業務遂行に当たり，業

務委託などによる民間企業の「技術(ノウハウ)」「ヒト」「カネ」の活

用について検討する。 

●施策の共同実施や行政資源の相互利用など，行政サービスの効率化を

図るため，広域連携や他自治体との連携を推進する。 

●支援事業の選定やＰＲ，既寄附者への情報提供等によるつながりづく

りなどの取組を通して，地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の

利用促進を図る。 

●民間企業とのマッチングや試行的な取組を実施するなど，スタートア

ップ企業との協働や官民連携の取組を活かした業務改善・課題解決に

取り組む。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

企業版ふるさと納税による継続

的な支援をいただいた企業数

（累計） 

１社 ５社 

官民連携のマッチング数（累計） ０件 ５件 
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⑸ 積極的な情報発信と市民との対話 

取組項目 ⑨ 多様なツールの活用による情報発信 

主な取組部署 経営企画部秘書広報課 など 

主な取組内容 

●多様な広報媒体により，それぞれの特徴を活かした効果的な情報発信

を行う。 

●広報に関する研修や庁内広報紙の発行により職員の広報意識の向上を

図る。 

●各種審議会を原則公開で行うなど，市民への情報提供を積極的に行う。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

公式ＳＮＳの登録者数（累計） ３２，２６７人 ３９，０００人 

 

取組項目 ⑩ 市民との対話の機会の創出 

主な取組部署 経営企画部秘書広報課 など 

主な取組内容 

●年代・性別などを越えて，双方向での対話・交流を推進するため，市

民との対話や情報を共有する機会の充実を図る。 

●市が設置する審議会等に委員を公募し，委嘱する。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

分野別の対話の機会 ３件／年 ５件／年 
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２ 健全で安定的な財政運営 

⑴ 財政基盤の構築 

取組項目 ⑪ 歳入の確保 

主な取組部署 全部署 

主な取組内容 

●使用料や手数料などの税外収入について，光熱水費や人件費等の経費

の上昇を踏まえた受益者負担のあり方を検討し，必要な負担を求める

とともに確実な徴収を行う。 

●関係機関との連携や啓発活動，現地調査等により課税客体の確実な把

握を行う。 

●返戻品の見直しや新規開拓，寄附受付ポータルサイトの充実，情報発

信などの取組を行い，ふるさと納税寄附件数の増加につなげる。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

申告すべき課税対象法人のう

ち未申告の割合 
３．９５％ ０％ 

ふるさと納税件数 ５，２２３件／年 １０，０００件／年 

 

組項目 ⑫ 債権確保対策の推進 

主な取組部署 市民部収納課 など 

主な取組内容 

●債権確保行動を徹底し収納率の向上に努め，負担の公平性を確保する。 

●各債権の調定収納状況を毎月確認し，進捗状況を検証する。 

●庁内定例ヒアリングを実施し，諸課題等を共有するなかで，具体的な

対応方針を徹底する。 

●令和２年度から取り組んでいる他自治体との税務職員の相互併任によ

り，滞納整理に伴う人的支援や情報提供，合同捜索の実施，研修会・

学習会の合同開催を実施するなど，協力体制を整え，債権確保と事務

の効率化を図る。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

歳入未済額 
５％削減 

（平成３０年度決算値） 

５％削減 

（令和５年度決算値） 

税務職員の相互併任協定締結

先市町数（累計） 
３市町 ４市町 
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取組項目 ⑬ 歳出の抑制 

主な取組部署 総務部財政課，経営企画部企画調整課 など 

主な取組内容 

●ゼロベースからの支出の見直しや事業の選択と集中により事業費の平

準化を図ることなどで歳出の抑制に取り組む。 

●ＤＸの推進や業務効率化を進めることで，効果的かつ効率的な予算執

行を目指す。 

●予算執行方針や予算編成方針を通じて，各種施策や事業が効果的・効

率的かつ着実に実施されるよう，担当部署に対して適切な助言を行う。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

プライマリーバランス（普通会

計） 
黒字 黒字 

経常収支比率 ９８．０％ ９９．８％ 

健全化判断比率 早期健全化基準以内 早期健全化基準以内を維持 

 

取組項目 ⑭ 事業の評価と見直し 

主な取組部署 経営企画部企画調整課 など 

主な取組内容 

●行政評価の取組として，業務の担当部署（担当者）がチェックシート

による一次評価を行い，事業の目的や求める成果，取組の仕組などを

再確認し，得た気づきから改善に取り組む。また，副市長をトップと

した内部チェック会議による二次評価を経て，事業の方向性を再確認

したうえで，翌年度の予算編成等に評価結果を活用する。 

●事業の評価に当たっては，市民目線による評価を受け，業務改善につ

なげる。 

●新規事業は，実施計画計上時にチェックシートを作成し，事業の目的

や求める成果，取組の仕組などを確認し，事業の必要性を確認する。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

行政チェック１次評価と２次

評価の達成状況評価合致率 
８１．６％ ９０．０％ 
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取組項目 ⑮ 財政分析・公表 

主な取組部署 総務部財政課 

主な取組内容 

●令和７年度国勢調査の結果に基づき，令和８年度から普通交付税の減

少が見込まれるため，令和８年度に三次市長期財政運営計画の収支見

通しについて見直しを行う。 

●財政計画の策定・公表を行う。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

三次市長期財政運営計画の収

支見通しの見直し 
― 更新できている 
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⑵ 特別会計等の改革 

取組項目 ⑯ 特別会計の健全化 

主な取組部署 市民部市民課，福祉保健部高齢者福祉課，健康推進課 など 

主な取組内容 

●必要に応じて保険料等の見直しを検討する。 

●収納率の向上に努め，負担の公平性を確保する。 

●医療費の増加を抑えるため，各医療制度において医療費の適正化に努

める。 

【国民健康保険】 

 ・後発医薬品の推奨や，重複・頻回受診者への啓発指導を実施し，医

療費の適正化に努める。 

・健康づくりや生活習慣病の予防など，健診の普及拡大等給付の適正

化に努める。 

【後期高齢者医療保険】 

 ・関係課と連携しながら疾病予防や重症化予防を一体的に推進する。 

【介護保険】 

 ・地域ケア会議推進事業（自立支援型個別ケア会議等）によるサービ

スの質の向上と高齢者の自立支援を推進する。 

 ・介護給付適正化主要事業に重点的に取り組むことにより，適正な介

護サービス給付を堅持する。 

【診療所】 

・各診療所の経営診断や地域住民の利用実績，ニーズ調査，サウンデ

ィング調査等の現状分析の実施により，三次市国民健康保険診療所

運営方針（仮称）を策定し，診療所特別会計の健全化に取り組む。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

国民健康保険税現年度分収納率 ９６．５％以上 ９７．０％以上 

介護保険料現年度分収納率 ９９．５％以上 ９９．９％以上 

後期高齢者医療保険料現年度分収

納率 
９９．５％以上 ９９．９％以上 

後発医薬品数量ベース普及率（国

民健康保険） 
７７．９％ ８０％以上を維持 

後発医薬品金額ベース普及率（国

民健康保険） 
６０．４％ ６５％以上を維持 

被保険者数における重複・頻回受診者

指導者数の割合（国民健康保険） 
０．５７％ 現状値以下を維持 

元気高齢者の割合 ７７％ ７７％（現状維持） 

三次市国民健康保険診療所運営方

針（仮称） 
未策定 策定済 
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取組項目 ⑰ 公営企業の経営改革 

主な取組部署 市民病院部病院企画課，建設部下水道課 

主な取組内容 

【病院事業】 

●薬品や診療材料などはベンチマークを活用し，価格交渉を行って費用

抑制に努める。 

●人件費，燃料費など費用増額の抑制が困難となることが想定されるも

のであっても，省力化，省人化などの見直しを継続して行う。 

●クレジットカードによる一括納付を促したり，後納誓約時，今後の支

払い計画を確認するなど，医療費に係る未収金額の減少に努める。 

●看護師を確保するため修学資金貸付制度の周知や広島県内及び隣県の

大学・専門学校への早期の訪問活動，大学・専門学校主催の合同説明

会への参加，病院ＨＰなどを活用した情報発信を行う。 

●看護師の離職を防ぐため，看護補助者の増員やスマートベッドの導入

など看護師の負担軽減を図る。 

【下水道事業】 

●公共下水道処理施設及び農業集落排水処理施設の処理能力や今後の人

口推移，費用対効果等を考慮し，施設の統廃合を進めていく。 

●汚水処理区域の見直しや汚水処理方法の変更等により，処理区域内の

管渠整備工事の早期完成をめざす。 

主な取組目標（令和１０年度まで） 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

経常収支比率（病院事業会計） １００．０４％ １００．５０％以上 

医療費現年収納率（病院事業会

計） 
９６．０％以上 ９７．０％以上 

経費回収率（下水道事業会計） ６６．６９％ ７５．００％ 

公共下水道処理施設または農

業集落排水処理施設の統廃合

（累計） 

０施設 １施設以上 
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取組項目 ⑱ 外郭団体の経営健全化 

主な取組部署 総務部財政課 など 

主な取組内容 

●国の指針に沿って第三セクターの設立目的や事業を検証し，市の第三

セクターへの関与のあり方を見直すとともに，市から第三セクターへ

の財政負担の適正化を図る。 

●定期的に第三セクターの経営状況について点検評価を行い，法人経営

に関して適切な指導等を行う。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

国の指針の示すフローチャー

トによる第三セクターの分類 
― 完了している 

 

⑶ 公共施設等のマネジメント 

取組項目 ⑲ 維持管理・徹底活用・整理統合 

主な取組部署 総務部財産管理課 など 

主な取組内容 

●公共施設等総合管理計画に基づき，施設の整理統合と計画的な維持管

理を行う。 

●余剰・遊休資産は積極的に民間へ売却するなど，より有効活用を図る。 

●インフラ系施設（道路・橋梁・下水道等）の計画的な更新，長寿命化

を進める。 

●公共施設等の維持管理体制について見直しを行う。 

主な取組目標 

目標項目 現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 

公共施設等総合管理計画にお

ける公共施設削減数（累計） 

平成２８年３月末から１９０

施設の削減 

平成２８年３月末から２６１

施設の削減（計画期限：令和

７年度末） 

 

 

 


